
1. 福祉体育館、体育施設等及び文化広場リスク分担表 

種類 リスクの内容 
負担者   

市 指定管理者 

法令等の変更 管理運営に影響を及ぼす法令等の変更 ○  

税制度の変更 指定管理料に影響を及ぼす税制度の変更 ○  

事業の中止・延期 
市の指示によるもの ○  

指定管理者の事業放棄、破綻  ○ 

不可抗力 天災・暴動等による履行不能 ○  

許認可遅延 

事業の実施に必要な許認可取得の遅延・失効等（豊明市が取

得するもの） 
○  

上記以外の場合  ○ 

運営費上昇 
豊明市以外の要因による運営費用の増大  ○ 

物価上昇  ○ 

施設損傷 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

修繕料が１件当たり５０万円を超えない場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

性能不適合 協定により定めた要求水準に不適合  ○ 

需要変動 
想定できない特殊な事業が認められる場合 ○  

上記以外の場合  ○ 

施設の利用不能等に

よる利用料金収入の

減少 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外の場合（但し、指定管理料を減額する場合があ

る。） 
○  

建物総合損害共済（火

災保険）の加入 

火災等の偶然の事故により、施設に損害が生じた場合の保険

料 
○  

施設利用者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与

えた場合（不適切な施設管理による利用者の怪我等） 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

第三者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由により周辺住民等に損害

を与えた場合（不適切な運営管理による騒音、振動等の苦情

等） 

 ○ 

上記以外の場合 ○  
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2. 老人福祉センターリスク分担表 

種類 リスクの内容 
負担者   

市 指定管理者 

法令等の変更 管理運営に影響を及ぼす法令等の変更 ○  

税制度の変更 指定管理料に影響を及ぼす税制度の変更 ○  

事業の中止・延期 
市の指示によるもの ○  

指定管理者の事業放棄、破綻  ○ 

不可抗力 天災・暴動等による履行不能 ○  

許認可遅延 

事業の実施に必要な許認可取得の遅延・失効等（市が取得す

るもの） 
○  

上記以外の場合  ○ 

運営費上昇 
市以外の要因による運営費用の増大  ○ 

物価上昇  ○ 

施設損傷 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

修繕料が１件当たり５万円を超えない場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

性能不適合 協定により定めた要求水準に不適合  ○ 

需要変動 
想定できない特殊な事業が認められる場合 ○  

上記以外の場合  ○ 

施設の利用不能等に

よる利用料金収入の

減少 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外の場合（但し、指定管理料を減額する場合があ

る。） 
○  

建物総合損害共済（火

災保険）の加入 

火災等の偶然の事故により、施設に損害が生じた場合の保険

料 
○  

施設利用者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与

えた場合（不適切な施設管理による利用者の怪我等） 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

第三者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由により周辺住民等に損害

を与えた場合（不適切な運営管理による騒音、振動等の苦情

等） 

 ○ 

上記以外の場合 ○  

 



 

 

3. 中央児童館リスク分担表 

種類 リスクの内容 
負担者   

市 指定管理者 

法令等の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 〇  

周辺地域・住民及

び利用者への対応 

業務の内容に対する地域、住民、利用者からの要望、苦情等へ

の対応 
 〇 

安全性の確保 
施設の運営・維持管理に関わる安全性の確保及び周辺環境の保

全（緊急措置含む） 
 〇 

利用者、第三者へ

の賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合  〇 

上記以外の場合 〇  

計画等の変更 
市が策定する計画等の変更に関係する業務内容の変更に伴う経

費の増 
〇  

引継ぎの費用 指定管理期間の終了時等の施設運営の引継ぎ費用  〇 

事業終了時の原状 

復帰 

指定管理期間の終了又は期間途中での業務廃止の場合における

原状復帰等の費用 
 〇 

事業の中止・延期 

市の指示によるもの 〇  

指定管理者の事業放棄、破綻によるもの  〇 

大規模な災害等による事業中止 協議事項 

維持修理 

指定管理者の発意により行う施設の改良、維持補修  〇 

市の発意により行う施設・設備の改良、維持補修 〇  

施設・設備の保守点検（法定点検、日常メンテナンス）  〇 

自動火災報知設備及び消防設備の保守点検  〇 

浄化槽の保守点検及び法定検査  〇 

警報装置設置  〇 

事故・火災による施設・設備の維持点検 協議事項 

天災その他不可抗力による施設躯体・設備の損壊修理 〇  

経年劣化による施設・設備の維持補修（年間３０万円以下）  〇 

経年劣化による施設・設備の維持補修（年間３０万円超え） 〇  

法令の改正により必要となった施設躯体・設備の維持補修 〇  

物価等の上昇 物価・金利変動に伴う経費の増 協議事項 

 



 

 


